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④直轄工事における競争参加資格登録について
（橋梁補修工事の新規追加）

資料５



○直轄工事の令和３・４年度の競争参加資格登録においては、２２の工種※1に分類するとともに、

一般土木等の６つの工種※2について等級区分を設ける。

【R3・4年度からの変更点】
※1：橋梁補修工事を追加し、22工種とする。
※2：鋼橋上部工事は等級区分無しとする

ため、等級区分のある工種は6つとなる。
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